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会議録（委員意見および事務局回答） 

会議の名称 令和 3年度（第 5回）飯塚市自然環境保全対策審議会 

開 催 形 式 書面開催 

出 席 委 員 馬奈木委員、菅野委員、高倉委員、河委員、平嶋委員、吉田委員 

委 員 意 見 

お よ び 

事務局回答 

（１）飯塚市自然環境保全条例施行規則の一部改正について 

【意見】 

・事業計画（変更・中止）届出書様式に変更はありませんか。 

・中止の場合、この書式を用いて中止の理由を記載するのですか。 

→事務局回答 

    事業計画（変更・中止）届出書様式に変更はございません。また、事 

業計画（変更・中止）届出書様式に記載されているとおり、中止の理由 

を記載いたします。 

 

（２）現在までの動きについて（令和 4年 1月～） 

森林を開発する事業について 

【意見】 

・土砂流出防止のための緑化を行うとのこと、良かったと思います。た 

だ、土砂表面のみを植物の根で固定しても、厚みのある土砂が大雨で流 

出する恐れは残されていると思います。回答文書に書かれております通 

り、各機関との情報共有を確実に実施して頂きたいと思います。 

→事務局回答 

    回答文書のとおり、土砂流出等の防止についての対策が講じられるよ 

う、今後も引き続き関係機関との情報共有を行い、必要に応じ指導等を 

行ってまいります。 

【意見】 

・届出をせずに開発行為を行い、残土を不法投棄したことは事実であり、 

今後計画通りに緑化などを実施するのか監視・指導を続ける必要があり 

ます。（県も関わるのであれば共同で） 

「今後事業を行いません」と投げ出す可能性も考えられます。残土流出 

防止工事についても写真のような柵では役に立つのか疑問です。 

→事務局回答 

  今後も引き続き、関係機関との情報共有を行い、監視・指導等を行っ 

てまいります。また、現在、土砂流出対策を講じるように指導を行って 

おります。 
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【意見】 

・回答文書が提出されたことで先方と会話ができる土台ができた点はよ 

かったと思います。しかし、緑化のための植生は苗が大きくなるまで不 

安がぬぐえない状態のように思われます。緑化対策工程表を早急に提出 

してもらい引き続き現地確認が必要かと思われます。 

→事務局回答 

現在、土砂流出対策を講じること、併せて緑化対策工程表を提出する

ように指導を行っております。また、引き続き現地確認を行ってまいり

ます。 

 

そ の 他 
 

 

 


